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栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 七 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 七 月 十 七 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 環 境 森 林 部 の 部 林 業 振 興 課 の 款 森 林 作 業 道 整 備 事 業 費 補 助 金 の 項 交 付 率 又 は 金 額 の 欄 中 「 額 の 十 分 の 五 」 を

「 額 の 十 分 の 四 （ 林 業 労 働 力 の 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 八 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 認 定 を 受

け た 者 が 行 う 場 合 に あ つ て は 、 十 分 の 五 ） 」 に 改 め る 。

（ 林 業 振 興 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 五 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 七 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 七 月 十 七 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 産 業 労 働 観 光 部 の 部 工 業 振 興 課 の 款 栃 木 県 地 域 産 業 活 性 化 推 進 事 業 費 補 助 金 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

地 域 産 業 育

成 等 支 援 事

伝 統 工 芸 品 等 の

製 造 業 に お け る

伝 統 工 芸 品 そ の 他 の 地 場 産 品 を 製 造

す る 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 地 域

知 事 が 別 に 定 め る

額

認 定 事 業 者 又 は

認 定 グ ル ー プ
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栃木県告示第357号
　平成27年度における２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補生の募集期間
が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定により
その例によることとされる場合を含む。）の規定により告示する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 等 募 集 期 間

自 衛 官
一般曹候補生

平成27年８月１日（土）～同年９月８日（火）
航 空 学 生

業 費 補 助 金 後 継 者 の 育 成 等

を 支 援 す る こ と

に よ り 、 地 域 産

業 の 振 興 を 図

る 。

産 業 事 業 者 」 と い う 。 ） で あ つ て 、

知 事 が 適 当 と 認 め る 者 （ 以 下 こ の 項

に お い て 「 認 定 事 業 者 」 と い う 。 ）

又 は 地 域 産 業 事 業 者 を 含 む 者 に よ り

構 成 さ れ る 団 体 で あ つ て 、 知 事 が 適

当 と 認 め る も の （ 以 下 こ の 項 に お い

て 「 認 定 グ ル ー プ 」 と い う 。 ） が 地

域 産 業 育 成 等 支 援 事 業 実 施 要 領 （ 平

成 二 十 七 年 六 月 二 十 九 日 付 け 工 第 三

百 八 十 一 号 産 業 労 働 観 光 部 長 通 知 ）

に 基 づ き 行 う 次 に 掲 げ る 事 業 に 要 す

る 経 費

一 　 後 継 者 育 成 事 業

二 　 産 業 従 事 者 確 保 事 業

三 　 新 商 品 開 発 ・ 販 売 方 法 研 究 事 業

四 　 多 言 語 情 報 発 信 事 業

（ 工 業 振 興 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 六 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 七 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 七 年 七 月 十 七 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 産 業 労 働 観 光 部 の 部 国 際 課 の 款 に 次 の よ う に 加 え る 。

栃 木 県 海 外

見 本 市 等 出

展 支 援 事 業

費 補 助 金

中 小 企 業 の 海 外

に お け る 事 業 の

展 開 を 促 進 し 、

県 内 経 済 の 活 性

化 を 図 る 。

県 内 に 事 業 所 を 有 す る 中 小 企 業 基 本 法

第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 そ

の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 団 体 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 中 小 企 業 者 等 」 と い

う 。 ） が 栃 木 県 海 外 見 本 市 等 出 展 支 援

事 業 実 施 要 領 （ 平 成 二 十 七 年 六 月 二 十

三 日 付 け 国 際 第 百 十 七 号 産 業 労 働 観 光

部 長 通 知 ） に 基 づ き 行 う 海 外 見 本 市 等

（ 海 外 に お い て 開 催 さ れ る 見 本 市 、 展

示 会 、 商 談 会 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も

の を い う 。 ） へ の 出 展 に 要 す る 経 費

当 該 経 費 の 四 分 の

三 以 内 。 た だ し 、

五 十 万 円 を 限 度 と

す る 。

中 小 企 業 者 等

（ 国 際 課 ） 　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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自衛官候補生
男 子

平成27年８月１日（土）～同年９月８日（火）
女 子

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第358号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補
生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称（以下「試験期日等」という。）を次のとおり定めたの
で告示する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募集種目等 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

自

衛

官

一般曹
候補生

１次
試験

平成27年９月18日（金） 宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番13号

平成27年９月19日（土）

大田原西地区公民館 大田原市浅香３丁目3578番
747号

宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番13号

栃木県総合文化センター 宇都宮市本町１番８号

白鷗大学東キャンパス 小山市駅東通り２丁目２番２
号

足利市民プラザ 足利市朝倉町264番地

２次
試験

平成27年10月10日（土） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成27年10月11日（日） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

航 空
学 生

１次
試験 平成27年９月23日（水） 宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番13号

自

衛

官

候

補

生

男 子

平成27年９月５日（土） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 宇都宮市上横田町1360番地

平成27年９月６日（日） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 宇都宮市上横田町1360番地

平成27年９月12日（土） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成27年９月13日（日） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成27年９月27日（日） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成27年10月３日（土） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 宇都宮市上横田町1360番地

平成27年10月４日（日） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 宇都宮市上横田町1360番地

平成27年10月12日（月） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

女 子
平成27年９月26日（土） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成27年９月27日（日） 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

備考
１　航空学生の２次試験に係る試験期日等については、１次試験の合格者に対し別途通知する。
２　航空学生の３次試験に係る試験期日等については、２次試験の合格者に対し別途通知する。

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第359号
　次の軽油引取税免税証は、平成27年７月７日から無効とした。
　　平成27年７月17日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免税証の
種 類

免 税
用 途

免税証の記号
及 び 番 号

枚数
有 効
期 間

免 税 証 に 記 載
さ れ た 販 売 業
者 の 住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た 県
税 事 務 所 名

無効の
事 由

20㍑券 農 業
A0460069381

A0460069382
２枚

H27.１.１
～

H27.12.31

那須塩原市
㈱ＪＡエルサポート

栃 木 県
大田原県税事務所

紛 失

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第360号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

グリーンクリニック 壬生町緑町３-９-15 医療法人関湊記念会 平成27年６月１日

医療法人小金井中央病院 下野市小金井２-４-３ 医療法人小金井中央病院 平成27年６月12日

医療法人中三川クリニック
なかみがわ内科小児科クリ
ニック

足利市八幡町１-７-１ 医療法人中三川クリニック 平成27年６月22日

綿引クリニック 佐野市奈良渕町325-15 綿引　寿男 平成27年６月25日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

ウエルシア薬局下野小金井
店

下野市柴830-１ ウエルシア薬局株式会社 平成27年６月８日

スバル薬局 足利市大橋町１-1825-33 株式会社ファルマレラ 平成27年６月11日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第361号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

ふれあい漢方内科 下野市文教１-２-28 田中　康文 平成27年１月１日

柏瀬眼科 足利市相生町386-１ 柏瀬　光寿 平成27年１月５日

佐野利根川橋クリニック 佐野市高萩町1315-６ 医療法人愛仁会 平成27年１月８日

石川歯科医院 栃木市岩舟町静1092-１ 石川　裕一 平成27年６月４日

医療法人社団生命の泉山浦
内科医院

足利市五十部町1256-５ 医療法人社団生命の泉 平成27年６月23日
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医療法人緑枝会にしやま内
科クリニック

壬生町大字安塚765-15 医療法人緑枝会 平成27年６月29日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

スバル薬局 足利市大橋町１-1825-33 株式会社ファルマレラ 平成27年１月８日

めいぷる薬局 宇都宮市石井町3238-２ ケーサード株式会社 平成27年６月４日

ウエルシア薬局下野小金井
店

下野市柴830-１ ウエルシア薬局株式会社 平成27年６月８日

３　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

訪問看護ステーション花み
ずき

宇都宮市上戸祭町93-13ア
パートメントハウス戸祭
308号

株式会社在宅支援ネット
ワーク

平成27年６月９日

訪問看護ステーションスマ
イル

宇都宮市峰２-19-14サン
ライトハイツ関口105号室

合同会社smilelife 平成27年６月22日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第362号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年７月17日から同年８月17日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮亀和田栃木線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

３

前 栃木市平柳町３丁目字愛宕1272-２から
栃木市平柳町２丁目字古宿1205-14まで 18.8 ～ 47.0 357.0

後 栃木市平柳町３丁目字愛宕1272-２から
栃木市平柳町２丁目字古宿1205-14まで 18.8 ～ 49.6 357.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第363号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年７月17日から同年８月17日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

２
主 要 地 方 道
宇 都 宮 栃 木 線

栃木市平柳町２丁目字古宿1172-５地先から
栃木市平柳町２丁目字古宿1146-５地先まで 平成27年７月17日
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３
主 要 地 方 道
宇都宮亀和田栃木線

栃木市平柳町３丁目字愛宕1188-２地先から
栃木市平柳町２丁目字古宿1205-14地先まで 平成27年７月17日

309 一 般 県 道
栃 木 環 状 線

栃木市平柳町２丁目字古宿1199-２地先から
栃木市平柳町２丁目字古宿1205-14地先まで 平成27年７月17日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

塩 那 台 地
土地改良区

理　事 中野　定治 大田原市福原1752-１ 27.６.19

〃 青木　寛茂 さくら市下河戸677-４ 〃

〃 黒尾　　力 　〃　　金枝279-１ 〃

〃 薄井　徳治 　〃　　〃　937 〃

〃 福田　優一 　〃　　穂積1608 〃

〃 福島　泰夫 那須郡那珂川町芳井875 〃

〃 瀧田　敏夫 　〃　　〃　　東戸田490 〃

〃 黒尾　孝雄 那須烏山市上川井78 〃

〃 小川　和志 　　〃　　下川井317 〃

〃 笹﨑　與一 　　〃　　志鳥1559 〃

〃 横嶋　義一 　　〃　　熊田600 〃

〃 鈴木　文男 　　〃　　谷浅見142-１ 〃

〃 大野　　隆 　　〃　　神長639-３ 〃

〃 髙橋　秀造 髙橋　秀造 大田原市藤沢382 〃 27.６.20

〃 石﨑　　透 石﨑　　透 　〃　　大神594-365 〃 〃

〃 上田　　廣 上田　　廣 さくら市南和田654-126　 〃 〃

〃 稲澤　義久 稲澤　義久 　〃　　鹿子畑1040　　 〃 〃

〃 渋井　康男 渋井　康男 　〃　　穂積95 〃 〃

〃 福田喜司一 福田喜司一 那須郡那珂川町浄法寺75-３ 〃 〃

〃 栗田　敬一 栗田　敬一 那須烏山市下川井1480 〃 〃

〃 阿見　正二 阿見　正二 　　〃　　志鳥1091 〃 〃

〃 森林　孝一 森林　孝一 　　〃　　〃　2256 〃 〃

〃 須藤　　孝 須藤　　孝 　　〃　　〃　145-１ 〃 〃

〃 柳沢　秀一 柳沢　秀一 　　〃　　〃　3632-３ 〃 〃
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理　事 堀江　三代 堀江　三代 那須烏山市熊田1957 27.６.19 27.６.20

〃 斎藤　英夫 斎藤　英夫 　　〃　　中山478-１ 〃 〃

〃 小西　憲一 小西　憲一 　　〃　　滝田1373 〃 〃

〃 岡﨑　一徳 岡﨑　一徳 　　〃　　神長1232-４ 〃 〃

〃 小口　和司 小口　和司 　　〃　　興野772-３ 〃 〃

〃 中野　国男 大田原市福原1727-３ 〃

〃 髙栖　　明 さくら市下河戸677 〃

〃 片岡　純雄 　〃　　金枝882 〃

〃 金瀬　　正 　〃　　〃　1329-30 〃

〃 五江渕　正 　〃　　穂積1397 〃

〃 平山　長市 那須郡那珂川町芳井710-３ 〃

〃 郡司　教夫 　〃　　〃　　東戸田412　 　 〃

〃 川越　　光 那須烏山市上川井875 〃

〃 鈴木富貴雄 　　〃　　下川井803-２ 〃

〃 野澤　耕二 　　〃　　熊田1319 〃

〃 髙野　悦男 　　〃　　谷浅見129 〃

監　事 宇田　義明 大田原市藤沢122-42 27.６.19

〃 野澤　耕二 那須烏山市熊田1319 〃

〃 髙久　和雄 　　〃　　滝田1195 〃

〃 金子　　悟 金子　　悟 さくら市鹿子畑1143 〃 27.６.20

〃 川井　信男 川井　信男 那須郡那珂川町東戸田286 〃 〃

〃 宇田　　貢 大田原市藤沢36 〃

〃 星宮　純一 那須烏山市下川井1333 〃

〃 川又　宏道 　　〃　　神長1637-５ 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画事業の施行
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による都市計画事業の認可の告示があったので、
同法第66条の規定により次のとおり公告する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　都市計画事業の種類及び名称
　　足利佐野都市計画道路事業３・４・１号前橋水戸線及び３・４・201号高砂植下線
２　施行者の名称
　　栃木県
３　事務所の所在地
　　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
４　事業地の所在
⑴　収用の部分
　　栃木県佐野市高砂町字高砂町及び万町字万町
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⑵　使用の部分
　　なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変更年月日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏 名 又 は 名 称

平成27年
７月10日

佐野市栃本町2388-１ 佐野市栃本町2385 （有）大串銃砲火薬店

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　防災ヘリコプター搭載用無線装置等　一式
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期限　平成28年２月25日
⑷　納入場所　栃木県消防防災航空隊事務所（栃木県芳賀町芳賀台128-１）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「機械器具、車両類」又は、
大分類「電気器具、カメラ類」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年９月３日から同月14日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平
成22年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　購入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備されている者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県会計局会計管理課契約指導・調達室　電話028-623-2091
⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　　平成27年７月17日から同年８月25日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午
まで及び午後１時から午後４時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成27年９月３日午前11時までに、⑴の場所に持参又は郵送により
提出すること。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所
　　平成27年９月14日　午前10時
　　栃木県会計局会計管理課入札室（栃木県庁東館３階・入札室１）
⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
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⑸　入札書の記載方法等　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとす
る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
　　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成27年７月17日から同年８月26日までの
日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後４時までに⑴の場所に持参又は郵送するこ
と。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成27年９月１日までに郵送する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この入札に参加を希望する者は、入札書に会計管理課で交付する仕様書に基
づき作成した納入物品仕様書を添付して、入札書の受領期限までに３の⑴に提出しなければならない。
⑷　審査
ア　技術審査　栃木県県民生活部消防防災課長が、入札者の作成した納入物品仕様書をイの技術審査基準
により審査し、採用し得ると判断した納入物品仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象
とする。
イ　技術審査基準　納入物品仕様書が、会計管理課で交付する仕様書に示す事項を満たしており、使用目
的等に適合すると認められるものであること。

⑸　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑹　落札者の決定方法　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県
財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
⑺　契約書の作成の要否　要
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　Radio equipment for disaster prevention helicopter 1set
⑵　Time and Date of bidding:
　　10:00 a.m., September 14, 2015
⑶　Information is available at:
　　Contract Administration and Procurement Office,
　　Accounting Management Division,
　　Accounting Bureau,
　　Tochigi Prefecture
　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
　　TEL.028-623-2091

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成27年７月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　入札に付する事項
⑴　事業年度
　　平成28年度（平成27年度債務負担行為）
⑵　業務の名称
　　自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務
⑶　業務内容
　　自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務に係る仕様書のとおり
⑷　業務履行の場所
　　知事が別に指定する場所
⑸　契約期間
　　契約締結日から平成28年８月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「大分類Ｎ（通信、情報処理）、小分
類２（情報関連サービス）」又は「大分類Ｂ（印刷物類）、小分類１（一般印刷）」の競争入札参加資格を
有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年７月28日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　入札公告日から過去５年間において、国、都道府県、政令指定都市又は栃木県内市町との間に、自動車
税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務と同種同規模の受注実績を有する者であること。
⑸　自動車税納税通知書等（５通まで）及び同封物の合封処理、感圧のりを塗布した用紙の圧着処理、カメ
ラ読取による検証用事前データとの照合処理等の作業が行える者であること。なお、印字及び封入封かん
等業務内容の詳細については、自動車税納税通知書等の印字及び封入封かん等業務に係る仕様書のとおり
とする。
⑹　ＧＳ１－１２８（旧称：ＵＣＣ／ＥＡＮ－１２８）バーコード及びカスタマバーコードを印刷すること
ができる者であること。
⑺　プライバシーマーク及びＩＳＯ２７００１認証取得事業者であること。
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県経営管理部税務課税務電算担当　電話028-623-2263
⑵　入札及び開札の日時及び場所
　　平成27年７月28日午前10時　栃木県庁本館10階　会議室１
⑶　その他　入札説明書は、平成27年７月17日から同月27日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

　　平成27年７月17日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　入札に付する事項
⑴　委託業務件名　平成27年度学校給食安心対策事業業務委託
⑵　委託業務内容　平成27年度学校給食安心対策事業業務委託仕様書による。
⑶　履行期間　契約を締結した日から平成28年２月29日（月）まで
⑷　検体回収場所　栃木県全域（学校給食施設）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、その他のサービスの入札参加資格を
有するものと決定された者であること。
⑶　平成27年７月29日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　本委託業務を担当させる事業所は、計量法（平成４年法律第51号）第107条第１項第２号に掲げる事
業に係る登録を受けている者であり、同法第122条に基づく計量法施行規則（平成５年通商産業省令第69
号）第50条第１項第１号による環境計量士（濃度関係）の登録を受けている者が１名以上担当する体制を
とれる者であること。
⑸　次の分析機器を所有する者であること。
　　ゲルマニウム半導体検出器
３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県教育委員会事務局健康福利課保健給食担当　電話 028-623-3419
⑵　入札及び開札の日時及び場所
　　平成27年７月29日（水）午後２時　栃木県庁舎南別館３階東側教育委員会会議室１
⑶　その他　入札説明書は、平成27年７月17日（金）から同月27日（月）までの日（土曜日、日曜日及び祝
日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　詳細は、入札説明書による。

（教育委員会事務局健康福利課）　
　───────────────────────────────────────────────


